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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボーリング孔底を載荷部で押圧し、当該孔底地盤の平板載荷試験を行うボーリング孔底
地盤平板載荷試験装置であって、前記載荷部を下端に保持した状態で、試験準備孔内に収
容され、地上の削孔機により、側面に形成された翼状体で前記試験準備孔内の地盤を撹乱
して掘進し、前記載荷部の載荷面を試験地盤面まで到達させる載荷部保持パイプを備え、
　前記載荷部は、掘進時に前記載荷部保持パイプに対して同期回転し、前記試験地盤面到
達後は、前記載荷部保持パイプ内に挿入された載荷ロッドにより前記試験地盤面に押圧さ
れ平板載荷が行われることを特徴とするボーリング孔底地盤平板載荷試験装置。
【請求項２】
　前記載荷部は、前記載荷部保持パイプの下端部に、鉛直方向載荷に対して地盤押圧方向
のみに移動可能に保持されたことを特徴とする請求項１に記載のボーリング孔底地盤平板
載荷試験装置。
【請求項３】
　前記翼状体は、前記載荷部保持パイプの下端外周面に螺旋状に形成されたことを特徴と
する請求項１に記載のボーリング孔底地盤平板載荷試験装置。
【請求項４】
　ボーリング孔底地盤深度近傍まで掘削された試験準備孔内に、下端に載荷部を備えた載
荷部保持パイプを挿入し、該載荷部保持パイプを孔底地盤面に向けて回転押圧して、前記
載荷部の載荷面を試験地盤面まで掘進到達させ、前記載荷部保持パイプ内に載荷ロッドを



(2) JP 5524526 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

挿入し、該載荷ロッドを介して前記載荷部を試験地盤面に押圧して平板載荷試験を行うこ
とを特徴とするボーリング孔底地盤平板載荷試験装置による試験方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はボーリング孔底地盤平板載荷試験装置及び同装置による試験方法に係り、ボー
リング孔を利用して、その孔底面での地盤の平板載荷試験を効率良く、また精度良く行え
るようにした装置及び同装置による試験方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、深い地盤の支持力特性を地表面から調べる方法は深層載荷試験と呼ばれ、載荷試
験の一方法として地盤工学会から紹介されている。地下のない建築物を直接基礎で計画す
る場合の基礎下端は現状地盤面から２～３m程度下がっている場合が多く、その地盤の支
持力を、早期に（例えば建物計画時点）に把握することは基礎設計の精度を早い段階から
上げることができ、非常に有用である。一般的には、計画段階では既存建物があって調査
ができない場合が多く、対象地盤面まで広く掘削して平板載荷試験を実施することは行わ
れないのが実状である。
【０００３】
　そこで、発明者は、このような現場に適した載荷試験方法として、建物基礎の性能設計
に必須である地盤の荷重～沈下関係に着目し、静的平板載荷試験と急速平板載荷試験を併
用する簡易な方法を、ボーリング孔底に適用し、深い地盤の荷重～沈下関係を早期に調査
する方法を提案している（非特許文献１）。
【０００４】
　また、類似の先行技術が特許文献１に開示されている。特許文献１は、孔内鉛直載荷試
験方法において、ボーリング装置又は載荷装置の先端に設けた開閉するビットによりボー
リング孔底を整面し、その後ボーリング孔底を載荷し、載荷試験装置としてロードセル、
変位計、水圧計などを設置して孔底での各種試験を行うようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１０７９４３公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】木下孝介，根本恒，崎浜博史，松澤一行，松本樹典著，静的および急速
平板載荷試験による固結砂質地盤の地盤特性評価（その１：静的平板載荷試験による支持
力評価），（その２：急速平板載荷試験によるばらつきの評価），２００６年度大会（関
東）学術講演梗概集」，日本建築学会刊，２００６年７月３１日，Ｂ－１分冊，Ｐ．５７
１～Ｐ．５７４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上述したボーリング孔底に対して実施する平板載荷試験を行う場合、以下の
ような問題が予想される。
(1)ボーリングにより削孔した孔の先端にスライム（掘りくず）が残ると、載荷板と試験
　地盤の間に緩い土が挟まり、荷重～沈下関係に影響する。
(2)載荷板に対する加力の方向が載荷板に対して垂直でないと斜めの荷重となり、載荷板
が回転しようとして、荷重～沈下関係に影響する。
(3)得られた荷重～沈下関係には土被りの効果が入っているので、それを考慮した支持力
評価が必要である。
【０００８】
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　特許文献１に開示された発明では、ボーリング装置と一体である載荷試験装置の載荷板
を用いてボーリング孔底を載荷するため、装置内に加力駆動部、載荷部、計測部などの各
装置が一体的に収容する必要があり、全体構造が複雑になる。また、複数の計測装置を備
えているため、計測操作も煩雑になるという問題がある。そこで、本発明の目的は上述し
た従来の技術が有する問題点を解消し、ボーリング孔を削孔した際に、載荷板を孔底地盤
に対して安定した状態に保持でき、これにより載荷試験の精度向上を図ることができるボ
ーリング孔底地盤平板載荷試験装置及び同装置の設置方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明はボーリング孔底を載荷部で押圧し、当該孔底地盤
の平板載荷試験を行うボーリング孔底地盤平板載荷試験装置であって、前記載荷部を下端
に保持した状態で、試験準備孔内に収容され、地上の削孔機により、側面に形成された翼
状体で前記試験準備孔内の地盤を撹乱して掘進し、前記載荷部の載荷面を試験地盤面まで
到達させる載荷部保持パイプを備え、前記載荷部は、掘進時に前記載荷部保持パイプに対
して同期回転し、前記試験地盤面到達後は、前記載荷部保持パイプ内に挿入された載荷ロ
ッドにより前記試験地盤面に押圧され平板載荷が行われることを特徴とする。
【００１０】
　前記載荷部は、前記載荷部保持パイプの下端部に、鉛直方向載荷に対して地盤押圧方向
のみに移動可能に保持させることが好ましい。
【００１２】
　前記翼状体は、前記載荷部保持パイプの下端外周面に螺旋状に形成させることが好まし
い。
【００１３】
　ボーリング孔底地盤深度近傍まで掘削された試験準備孔内に、下端に載荷部を備えた載
荷部保持パイプを挿入し、該載荷部保持パイプを孔底地盤面に向けて回転押圧して、前記
載荷部の載荷面を試験地盤面まで掘進到達させ、前記載荷部保持パイプ内に載荷ロッドを
挿入し、該載荷ロッドを介して前記載荷部を試験地盤面に押圧して平板載荷試験を行うこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　以上に述べたように、本発明によれば、ボーリング孔を削孔した際に、載荷板を孔底地
盤に対して安定した状態に保持でき、これにより各種の平板載荷試験の計測精度の向上を
図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明のボーリング孔底地盤平板載荷試験装置の載荷部保持パイプと載荷板の構
成を示した部分拡大図。
【図２】図１に示したボーリング孔底地盤平板載荷試験装置の載荷板の掘進時と載荷試験
時の動作状態を説明した説明図。
【図３】ボーリング孔底地盤平板載荷試験装置の設置手順を示した作業順序図。
【図４】静的平板載荷試験の一実施状態を示した説明図。
【図５】急速平板載荷試験の一実施状態を示した説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明のボーリング孔底地盤平板載荷試験装置及び同装置による試験方法を実施
するための形態として、以下の実施例について添付図面を参照して説明する。

【実施例】
【００１７】
　［試験装置先端部の構成］
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　本発明のボーリング孔底地盤平板載荷試験装置１０（以下、載荷試験装置１０と略記す
る。）は、上述の問題点を解決するために、特に載荷試験の載荷部の一部としての載荷板
１１の構成と、載荷部を保持する手段の構成およびそれらの動作に特徴を有する。図１各
図は、載荷試験装置１０のうち、載荷板１１を先端に保持する手段としての、載荷部保持
パイプ１２の先端部の載荷板１１と翼状突起１３の取付状態と、載荷板１１を操作する内
部機構について、部分的に示した拡大図である。
【００１８】
　図１（ａ）は、載荷試験装置１０の一構成である載荷部保持パイプの下端に載荷板１１
が保持された状態を示すために、載荷部保持パイプの下端の一部を切欠いて示した正面図
である。同図に示したように、載荷板１１上面には側面にスリット１４が形成された円筒
部１５が載荷板１１と一体化され、載荷部を構成している。そのスリット１４には載荷部
保持パイプ内面に横向きに溶接取付されたガイドロッド１６の先端が嵌合している。また
、載荷部保持パイプの下端外周面には２条の翼状突起１３が載荷部保持パイプ１２の中心
を挟んで１８０°の対称位置に螺旋状をなして取り付けられている。本実施例では螺旋状
に加工された鋼板がパイプ側面に溶接によって固定されている。翼状突起１３の下端は、
図１（ａ）に示したように、載荷部保持パイプ１２の下端から載荷板１１の厚さ分だけ下
方に突出した状態にある。
【００１９】
　図１（ｂ）は、平板載荷試験装置１０として機能する場合の載荷板１１の構成と動作と
を示すために示すために、載荷部保持パイプ１２の下端の一部を切欠いて示した正面図で
ある。同図に示したように、載荷部保持パイプ１２内には載荷ロッド２０が挿入され、そ
の下端は載荷板１１と一体化した円筒部１５の上面を直接押圧するようになっている。同
図は、所定の載荷重によって載荷板１１が所定量だけ孔底地盤面（図示せず）に押圧され
貫入した状態が示されている。本実施例では載荷板１１として直径φ１００mm、厚さ２５
mmの扁平円筒形鋼材が用いられている。
【００２０】
　ここで、上述した載荷板１１と翼状突起１３の機能について、図２各図を参照して説明
する。
［載荷板の機能］
　載荷部保持パイプ１２先端の載荷板１１は試験時に孔底の地盤面２に密着した状態にあ
る必要がある。実際のボーリング孔の先端は、削孔による地盤の乱れや残存スライムによ
って、孔底の試験地盤面がきれいに露出していない状態にある場合が多い。そこで、周辺
地盤の乱れを矯正するとともにスライムを原地盤に押圧することで、原地盤に近い状態を
保持して載荷部保持パイプ１２で載荷板１１を掘進させることとした。すなわち、図２（
ａ）～（ｂ）に示したように、載荷部保持パイプ１２を回転及び押し込み（黒矢印）動作
させる際に、載荷部保持パイプ１２の側面の翼状突起１３がともに回転することで、載荷
板１１の周りを掘り崩すとともに、翼状突起１３の傾角によって下方への掘進力を増加さ
せることができる。
【００２１】
　また、本発明の特徴は、載荷板１１の動作を、載荷板１１設置時と載荷試験時とで異な
らせた点にある。すなわち、載荷板１１設置時は、載荷部保持パイプ１２の下方への掘進
と一体的に下端の載荷板１１が掘進する（図２（ａ）～（ｂ））。一方、載荷試験時（図
２（ｃ）～（ｄ））は、載荷部保持パイプ１２内に載荷ロッド２０が挿入され、その下端
を介して載荷板１１の円筒部１５に下向きのみの荷重（白抜き矢印）が加えられる。これ
により、載荷板１１のみが載荷部保持パイプ１２から分離して下方に移動し、所定の押圧
力を受けて孔底面に貫入する。そのために本発明では、載荷板１１の上部の円筒部１５の
側面に形成された縦長のスリット１４と載荷部保持パイプ１２側のガイドロッド１６とを
係止させている。これにより、載荷部保持パイプ１２に回転動作を付与した際には、載荷
板１１も同時に回転でき、後述する載荷試験時に載荷荷重を下向きに作用させた際には、
載荷板１１のみが下方に移動することができる。
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【００２２】
　翼状突起１３の機能として、掘進力の増加に加え、載荷板１１設置時の載荷板１１周囲
の土砂の撹拌効果が期待できる。すなわち、載荷板１１を所定深度まで設置させた状態で
、載荷板１１周囲の地盤が翼状突起１３により乱され、周面摩擦がなくなる。そのため、
孔内試験にもかかわらず載荷初期の周面摩擦を除いた試験が可能となる。
【００２３】
［載荷板１１の設置手順］
　上述した載荷部保持パイプ１２を用いて載荷板１１を深い地盤内（ボーリング孔底部）
に設置する作業手順について、図３各図を参照して説明する。
(1)　表層ケーシング３（一例として、外径φ２１６．３mmの鋼管を使用）を地表面１か
ら約１mの深度まで貫入、設置する。この表層ケーシング３は、試験位置での地表面付近
の土砂の崩落防止のために用いるものであり、ケーシング直径や貫入深さは対象地盤の状
況に応じて適宜設定することができる（図３（ａ））。
(2)　表層ケーシング３で掘削され、露出した地盤面から、ケーシングパイプ５（一例と
して、外径φ１１４．３mmの鋼管を使用)で防護した試験準備孔４を、削孔機６を用いて
掘削する。使用する削孔機６は、ケーシングパイプ５に回転、振動を付与してケーシング
パイプ５を貫入可能とするタイプを地盤に応じて選定すればよい。この試験準備孔４の深
度は載荷試験の試験深度Ｄより５０mm程度浅い深さとする（図３（ｂ）：削孔時，（ｃ）
：削孔完了時）。
(3)　掘削した試験準備孔孔４を防護するケーシングパイプ５内に、先端に載荷板１１を
保持した載荷部保持パイプ１２（一例として外径φ１０２．４mm鋼管）を建て込む（図３
（ｄ））。その後、載荷部保持パイプ１２の上端に取り付けた削孔機６により、所定の試
験深度Ｄまで掘進（回転貫入）させる（図３（ｅ））。このとき、上述した載荷部保持パ
イプ１２と載荷板１１とは円筒部１５に形成されたスリット１４（図１，図２各図参照）
を介して一体化した回転状態にある。
(4)　載荷板１１の下面が試験深度Ｄに到達した状態で、削孔機６を取り外す（図３（ｆ
））。この状態から、載荷部保持パイプ１２を利用し、以下に述べる静的平板載荷試験、
急速平板載荷試験の実施に対応した、それぞれの装置を載荷部保持パイプ１２内及び地上
部にセットし、所定の試験を行う。
【００２４】
　以下、上述した孔底平板載荷試験装置１０を設置した状態から、実施可能な２種類の平
板載荷試験の内容について簡単に説明する。
【００２５】
［静的平板載荷試験の実施］
　図４は、静的平板載荷試験の試験の実施状態を模式的に示した説明図である。同図に示
したように、静的平板載荷試験では、まず、載荷板１１を押すための載荷ロッド２０（φ
８９．１mm）を載荷部保持パイプ１２内に挿入する。地上部に出したロッド上端に油圧ジ
ャッキ２１、荷重計２２、球座（図示せず）を載せ、固定部としての反力体２３で装置上
部を保持する。本実施例では、反力体２３として、載荷時の反力によって変形が生じない
程度の小型バックホーの一部に反力を負担させた。載荷板１１の沈下量は載荷ロッド２０
上端に取り付けた平板２４の沈下量を変位計（図示せず）で計測することで求める。この
後、所定のステップ（連続載荷、段階載荷など）で載荷重を変化させ、各載荷時での計測
結果から荷重－沈下量関係図を求める。
【００２６】
　［急速平板載荷試験の実施］
　図５は、急速平板載荷試験の実施状態を模式的に示した説明図である。急速平板載荷試
験では、載荷部保持パイプ１２の下端の載荷板１１に設けられた加速度計３０、荷重計３
１によって、重錘３２を落下させた時に計測された加速度、動荷重が求められ、さらに速
度および変位量を計算で求めることができる。使用する重錘３２の質量（ＭＨ）は、人力
による吊り作業を考慮して３０kgとし、地上部に滑車３５を有する三脚櫓３３を建て、重
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錘３２を載荷部保持パイプ１２内でワイヤーロープ３４を介して吊持し、ワイヤーロープ
３４を手動で操作して重錘３２を持ち上げて、所定高さから落下させる方法をとる。
【００２７】
　このとき、載荷部保持パイプ１２内の加速度計３０、荷重計３１の上部に受圧部３６を
設置し、この受圧部３６の上面に重錘３２を落下させる。載荷部保持パイプ１２が重錘３
２の落下時のガイドとなるため、受圧部３６に重錘３２を精度良く落下させることができ
る。この試験では、重錘落下高さ（ｈ）を０．２m間隔で増加させ、５段階の試験を行う
。
【００２８】
　このように、本発明は上述した実施例に限定されるものではなく、各請求項に示した範
囲内での種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的
手段を組み合わせて得られる実施形態も、本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００２９】
１０　載荷試験装置
１１　載荷板
１２　載荷部保持パイプ
１３　翼状突起
１４　スリット
１５　円筒部
２０　載荷ロッド
２１　油圧ジャッキ
２２，３１　荷重計
２３　反力体
３０　加速度計
３２　重錘
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